
令和８年第2回定例会

議案説明資料

提出課： 水道課

事業概要

１．前年度との⽐較 （単位：千円）

２.業務の予定量 （ ）

　（１）接続⼾数 ⼾ （ ⼾ ）

　（２）年間総処理⽔量

m

3

（

m

3

）

　（３）⼀⽇平均処理⽔量

m

3

（

m

3

）

３.収益的収入及び支出（３条） （単位：千円）

1.下水道事業収益 1.下水道事業費用

1.営業収益 1.営業費用

1.下⽔道使⽤料 1.管渠費

5.その他営業収益 2.処理場費

2.営業外収益 4.総係費

1.受取利息及び配当⾦ 5.減価償却費

2.補助⾦ 6.資産減耗費

3.他会計負担⾦ 2.営業外費用

4.他会計補助⾦ 1.⽀払利息及び企業債取扱諸費

5.⻑期前受⾦戻⼊ 3.消費税及び地方消費税

8.雑収益 3.特別損失

3.特別収益 4.過年度損益修正損

2.過年度損益修正益 4.予備費　

４.資本的収入及び支出（４条） （単位：千円）

1.資本的収入 1.資本的支出

1.企業債 　 1.建設改良費

2.他会計出資⾦ 1.管路建設改良費

3.他会計補助⾦ 2.処理場建設改良費

4.補助⾦ 4.企業債償還⾦

5.負担⾦等 1.企業債償還⾦

※資本的収⼊額が資本的⽀出額に対して不⾜する額217,640千円は、過年度損益勘定留保資⾦で補て

んする。

224,468 162,270

81,000 479,697

12,000 479,697

475,757 693,397

132,600 213,700

25,689 51,430

20 60

20 6,000

資本的収入 資本的支出

54,573 47,449

245,383 4,700

4 60

420 436,635

9,372 281

238,982 52,149

230,066 40,958

26 188,995

548,734 53,768

収益的収入 収益的支出

778,846 778,846

230,092 720,637

3,512 3,490

４条

資本的収入 475,757 1,040,317 △ 564,560

資本的支出 693,397 1,305,817 △ 612,420

R7年度予算

4,837 4,827

1,282,000 1,274,000

３条

収益的収入 778,846 776,198 2,648

収益的支出 778,846 751,798 27,048

議案番号 33 令和８年度⼤⼭町下⽔道事業会計予算

区　分 令和８年度 令和７年度 比　較
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（提案理由　及び　議案概要）
款 項 目

令和８年度当初予算について

（単位　千円）

修繕費 動力費
通信運搬費 ・中継ポンプ施設電気代
手数料 光熱水費
・管路清掃手数料 ・中継ポンプ施設水道代
・通報装置切替事務手数料
委託料
・施設維持管理委託料
・修繕委託料
・通報装置回線変更業務委託料
使用料及び賃借料
保険料

令和８年第２回定例会　議案説明資料
担当課 水道課

議案番号 33 令和８年度大山町下水道事業会計予算

1 下水道事業費用 1 営業費用 1 管渠費

事業名 － 下水道事業費用（管渠費）

総合計画の位置づけ 23　安全で安定的に上下水道を持続しよう
所信表明「五本柱」の位置づけ ４．安心で快適なまちづくり

根拠法令・
要綱等

下水道法、地方公営企業法、大山町下水道事業の設置等に関する条例、大山町公共下水道条例、
大山町農業集落排水処理施設条例外

個別計画 大山町下水道事業経営戦略

事業
概要

下水道管路、中継ポンプ施設の維持管理に関する費用
・農業集落排水中継ポンプ施設　N=84箇所
・公共下水道中継ポンプ施設　N=66箇所
・管路施設　約217km

令和7年度 令和８年度 比較 令和８年度財源内訳の詳細
① ② ②-① 説明名称 充当額 補助・充当率等

(           )

(           )

(           )

(           )

(           )

(           )
※補助・充当率等の（　）欄は交付税率

1,000千円
1,111千円 18,012千円

1,320千円 348千円
161千円

9,813千円
8,000千円

858千円
163千円
172千円

区分

事業費 43,966 40,958 △ 3,008

国庫支出金 0 0

県支出金 0 0

地方債 0 0

その他 0 0

一般財源 43,966 40,958 △ 3,008

財
源
内
訳

事業費
の内訳
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款 項 目

担当課 水道課
令和８年度大山町下水道事業会計予算

1 下水道事業費用 1 営業費用 1 管渠費

事業名 － 下水道事業費用（管渠費）

対象（誰を対象にしているか） 目的（何のために）
下水道使用者 一般家庭や事業所等から排出される汚水を安定的に処理する

ため、下水道施設の適正な維持管理を行う。

項目 単位 R6
実績

R7
目標

R8
目標

R9
目標

R10
目標

汚水処理費（公費負担分除く） 千円 249,471 233,476 233,476 228,806 228,806

未接続家屋広報 件 － 50 50 50 50

項目 単位 R6
実績

R7
目標

R8
目標

R9
目標

R10
目標

経費回収率(使用料収入/汚水処理費) ％ 92.6 100.0 100.0 100.0 100.0 

水洗化率 ％ 89.0 90.0 91.0 91.5 92.0 

追加・
変更に
ついて

参考
資料

※任意

事業の
対象と
目的

活
動
指
標

成
果
指
標
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（提案理由　及び　議案概要）
款 項 目

令和８年度当初予算について

（単位　千円）

備消耗品費 委託料
修繕費 ・処理施設維持管理委託料
燃料費 ・汚泥処分委託料
通信運搬費 ・水質検査委託料
手数料 ・その他委託料
・汚泥引抜手数料 保険料
・浄化槽法定点検検査料 動力費
・通報装置切替事務手数料 光熱水費

薬品費
負担金

令和８年第２回定例会　議案説明資料
担当課 水道課

議案番号 33 令和８年度大山町下水道事業会計予算

1 下水道事業費用 1 営業費用 1 処理場費

事業名 － 下水道事業費用（処理場費）

総合計画の位置づけ 23　安全で安定的に上下水道を持続しよう
所信表明「五本柱」の位置づけ ４．安心で快適なまちづくり

根拠法令・
要綱等

下水道法、地方公営企業法、大山町下水道事業の設置等に関する条例、大山町公共下水道条例、
大山町農業集落排水処理施設条例外

個別計画 大山町下水道事業経営戦略

事業
概要

下水道処理施設の維持管理に関する費用
・農業集落排水処理施設　16箇所
・公共下水道処理施設　4箇所

令和7年度 令和８年度 比較 令和８年度財源内訳の詳細
① ② ②-① 説明名称 充当額 補助・充当率等

(           )

(           )

(           )

(           )

(           )

(           )
※補助・充当率等の（　）欄は交付税率

414千円
1,000千円 58,080千円

642千円 42,677千円
152千円 5,584千円

4,846千円
24,972千円 649千円

365千円 42,708千円
12千円 910千円

4,817千円
1,167千円

区分

事業費 198,950 188,995 △ 9,955

国庫支出金 0 0

県支出金 0 0

地方債 0 0

その他 0 0

一般財源 198,950 188,995 △ 9,955

財
源
内
訳

事業費
の内訳
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款 項 目

担当課 水道課
令和８年度大山町下水道事業会計予算

1 下水道事業費用 1 営業費用 1 処理場費

事業名 － 下水道事業費用（処理場費）

対象（誰を対象にしているか） 目的（何のために）
下水道使用者 一般家庭や事業所等から排出される汚水を安定的に処理する

ため、下水道施設の適正な維持管理を行う。

項目 単位 R6
実績

R7
目標

R8
目標

R9
目標

R10
目標

汚水処理費（公費負担分除く） 千円 249,471 233,476 233,476 228,806 228,806

未接続家屋広報 件 － 50 50 50 50

項目 単位 R6
実績

R7
目標

R8
目標

R9
目標

R10
目標

経費回収率(使用料収入/汚水処理費) ％ 92.6 100.0 100.0 100.0 100.0 

水洗化率 ％ 89.0 90.0 91.0 91.5 92.0 

追加・
変更に
ついて

参考
資料

※任意

事業の
対象と
目的

活
動
指
標

成
果
指
標
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（提案理由　及び　議案概要）
款 項 目

令和８年度当初予算について

（単位　千円）

人件費 委託料
旅費 ・下水道料金改定に伴うシステム改修業務
備消耗品費
修繕費 ・下水道事業会計支援業務
燃料費 ・下水道施設台帳システム保守点検業務等
印刷製本費
通信運搬費
公金取扱手数料等 負担金
使用料及び賃借料 報償費
保険料 貸倒引当金
公課費

令和８年第２回定例会　議案説明資料
担当課 水道課

議案番号 33 令和８年度大山町下水道事業会計予算

1 下水道事業費用 1 営業費用 4 総係費

事業名 ー 下水道事業費用（総係費）

総合計画の位置づけ 23　安全で安定的に上下水道を持続しよう
所信表明「五本柱」の位置づけ ４．安心で快適なまちづくり

根拠法令・
要綱等

下水道法、地方公営企業法、大山町下水道事業の設置等に関する条例、大山町公共下水道条例、
大山町農業集落排水処理施設条例外

個別計画 大山町下水道事業経営戦略

事業
概要

職員３名分の人件費や下水道料金賦課・徴収など一般事務に要する費用

令和7年度 令和８年度 比較 令和８年度財源内訳の詳細
① ② ②-① 説明名称 充当額 補助・充当率等

50%
(           )

(           )

(           )

(           )

(           )

(           )
※補助・充当率等の（　）欄は交付税率

28,763千円
40千円

330千円 1,980千円
125千円 660千円
228千円
88千円 639千円

108千円 ・下水道事業計画等変更業務 18,744千円
164千円 268千円
66千円 284千円
72千円 1,184千円
25千円

区分

事業費 38,307 53,768 15,461 社会資本整備総合
交付金 9,372

国庫支出金 0 9,372 9,372

県支出金 0 0

地方債 0 0

その他 0 0

一般財源 38,307 44,396 6,089

財
源
内
訳

事業費
の内訳
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款 項 目

担当課 水道課
令和８年度大山町下水道事業会計予算

1 下水道事業費用 1 営業費用 4 総係費

事業名 ー 下水道事業費用（総係費）

対象（誰を対象にしているか） 目的（何のために）
下水道使用者 一般家庭や事業所等から排出される汚水を安定的に処理する

ため、下水道施設の適正な維持管理を行う。

項目 単位 R6
実績

R7
目標

R8
目標

R9
目標

R10
目標

汚水処理費（公費負担分除く） 千円 249,471 233,476 233,476 228,806 228,806

未接続家屋広報 件 － 50 50 50 50

項目 単位 R6
実績

R7
目標

R8
目標

R9
目標

R10
目標

経費回収率(使用料収入/汚水処理費) ％ 92.6 100.0 100.0 100.0 100.0 

水洗化率 ％ 89.0 90.0 91.0 91.5 92.0 

追加・
変更に
ついて

・下水道使用料の改定に向けた審議会を設置する。
・下水道使用料の料金体系変更に必要なシステム改修を行う。
・特定環境公共下水道事業中高所子処理区外2処理区の下水道事業全体計画及び事業計画の変更を行
う。前回令和30年度策定。

参考
資料

※任意

事業の
対象と
目的

活
動
指
標

成
果
指
標
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（提案理由　及び　議案概要）
款 項 目

令和８年度当初予算について

（単位　千円）

【営業費用】 【特別損失】
減価償却費 過年度損益修正損
・有形固定資産減価償却費
・無形固定資産減価償却費 【予備費】
資産減耗費 予備費

【営業外費用】
支払利息及び企業債取扱諸費
・企業債利息
消費税及び地方消費税

令和８年第２回定例会　議案説明資料
担当課 水道課

議案番号 33 令和８年度大山町下水道事業会計予算

1 下水道事業費用 － － － －

事業名 － 下水道事業費用（その他経費）

総合計画の位置づけ 23　安全で安定的に上下水道を持続しよう
所信表明「五本柱」の位置づけ ４．安心で快適なまちづくり

根拠法令・
要綱等

下水道法、地方公営企業法、大山町下水道事業の設置等に関する条例、大山町公共下水道条例、
大山町農業集落排水処理施設条例外

個別計画 大山町下水道事業経営戦略

事業
概要

・建物や構築物等の固定資産の価値減耗や固定資産の更新に伴う資産の除却
・企業債償還に伴う利息や消費税及び地方諸費税の支出
・予備費など

令和7年度 令和８年度 比較 令和８年度財源内訳の詳細
① ② ②-① 説明名称 充当額 補助・充当率等

(           )

(           )

(           )

(           )

(           )

(           )
※補助・充当率等の（　）欄は交付税率

60千円
435,163千円

1,472千円
281千円 6,000千円

47,449千円
4,700千円

区分

事業費 470,575 495,125 24,550

国庫支出金 0 0

県支出金 0 0

地方債 0 0

その他 0 0

一般財源 470,575 495,125 24,550

財
源
内
訳

事業費
の内訳
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款 項 目

担当課 水道課
令和８年度大山町下水道事業会計予算

1 下水道事業費用 － － － －

事業名 － 下水道事業費用（その他経費）

対象（誰を対象にしているか） 目的（何のために）
下水道事業会計 下水道事業会計を適正に運営する。

項目 単位 R6
実績

R7
目標

R8
目標

R9
目標

R10
目標

記入不可能

項目 単位 R6
実績

R7
目標

R8
目標

R9
目標

R10
目標

記入不可能

追加・
変更に
ついて

参考
資料

※任意

事業の
対象と
目的

活
動
指
標

成
果
指
標

（単位：千円）

1.下水道事業費用
1.営業費用

1.管渠費
2.処理場費
4.総係費
5.減価償却費
6.資産減耗費

2.営業外費用
1.支払利息及び企業債取扱諸費
3.消費税及び地方消費税

3.特別損失
4.過年度損益修正損

4.予備費　
60

6,000

47,449
4,700

60

436,635
281

52,149

40,958
188,995
53,768

収益的支出
778,846
720,637

- 9 -



（提案理由　及び　議案概要）
款 項 目

令和８年度当初予算について

（単位　千円）

令和８年第２回定例会　議案説明資料
担当課 水道課

議案番号 33 令和８年度大山町下水道事業会計予算

1 資本的支出 ー － － －

事業名 － 資本的支出（建設改良費、企業債償還金）

総合計画の位置づけ 23　安全で安定的に上下水道を持続しよう
所信表明「五本柱」の位置づけ ４．安心で快適なまちづくり

根拠法令・
要綱等

下水道法、地方公営企業法、大山町下水道事業の設置等に関する条例、大山町公共下水道条例、
大山町農業集落排水処理施設条例外

個別計画 大山町下水道事業経営戦略、ストックマネジメント更新計画外

事業
概要

・下水道管路施設、中継ポンプ施設及び処理施設の資産購入や施設整備等に関する費用
・企業債の元金償還に関する費用

令和7年度 令和８年度 比較 令和８年度財源内訳の詳細
① ② ②-① 説明名称 充当額 補助・充当率等

55%,50%
(           )
100%

(   44％  )
100%

(   70％  )

(           )

(           )

(           )
※補助・充当率等の（　）欄は交付税率

区分

事業費 1,305,817 693,397 △ 612,420 社会資本整備総合
交付金 81,000

国庫支出金 426,635 81,000 △ 345,635 下水道事業債 66,300

県支出金 0 0 過疎対策事業債 66,300

地方債 350,200 132,600 △ 217,600 他会計出資金 25,689

その他 245,882 250,157 4,275 他会計補助金 224,468

一般財源 283,100 229,640 △ 53,460

財
源
内
訳
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【建設改良費】
●管路建設改良費
工事請負費
□農業集落排水事業
・上野中継ポンプ場　ポンプ制御盤等更新工事（新規）
・国信神社前中継ポンプ場　ポンプ制御盤等更新工事（新規）
・国信溜池下中継ポンプ場　ポンプ制御盤等更新工事（新規）
・国信東中継ポンプ場　ポンプ制御盤等更新工事（新規）
・福尾地内マンホール蓋更新工事（3工区）（継続） N=12箇所

□公共下水道事業
・御来屋１区中継ポンプ場№2ポンプ更新工事（新規）
・公共下水道中継ポンプ吐出口マンホール蓋更新工事（新規） N=18箇所

●処理場建設改良費
委託料
□公共下水道事業
・大山浄化センター他実施設計業務（新規）

工事請負費
□農業集落排水事業
・長田保田処理施設No.2水中曝気攪拌装置更新工事（新規）

□公共下水道事業
・逢坂浄化センター更新工事（建築工事）（新規）
・逢坂浄化センター高圧ケーブル更新工事（新規）
・名和浄化センター高圧ケーブル更新工事（新規）

【企業債償還金】　
企業債償還金

9,830千円
9,760千円
9,780千円
9,850千円
4,070千円

1,850千円
6,290千円

22,000千円

8,800千円

128,000千円
1,930千円
1,540千円

479,697千円

事業費
の内訳
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令和８年度大山町下水道事業会計予算
款 項 目

担当課 水道課

1 資本的支出 ー － － －

事業名 資本的支出（建設改良費、企業債償還金）

対象（誰を対象にしているか） 目的（何のために）

下水道使用者

下水道施設の更新等を行うことにより、事故発生や機能停止を
未然に防止し、安定的に汚水処理を行う。

項目 単位 R6
実績

R7
目標

R8
目標

R9
目標

R10
目標

中継ポンプ施設更新 箇所 0 5 5 5 5

処理場更新 箇所 1 1 1 2 2

項目 単位 R6
実績

R7
目標

R8
目標

R9
目標

R10
目標

記入不可能

追加・
変更に
ついて

参考
資料

※任意

事業の
対象と
目的

活
動
指
標

成
果
指
標
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